
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 各分野の取組 
  



 

 

4.1. 生活環境 
 

 

（1）現状と課題 

①大気  

〇市内の９箇所で硫黄酸化物の測定を、市内の４箇所で窒素酸化物の測定を行って

おり、硫黄酸化物の値で、一時的に増加していることがありますが、概ね良好な

状況が維持されています。 

〇事業活動に伴い発生するばい煙、粉じん、ベンゼン等の指定物質などについて

は、大気汚染防止法に基づき北海道が監視や指導を行っています。 

○平成 25年 10月から、市内 3地点で空間放射線量率の測定を実施しており、測

定結果は、福島第 1原子力発電所事故前の札幌市内における測定値の範囲内にあ

り、かつ国が定めた追加被ばく線量と比較しても低い状況にあります。 

 

〇良好な大気環境を継続的に維持していくため、監視と指導を行

うとともに、大気汚染の防止対策を進めていく必要がありま

す。 

 

 

 

 
図4-1：平成30年度の硫黄酸化物の測定結果 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 
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現 状 

課 題 
環境施策 

① 

※北広島市には大気汚染を常時監視する自動
測定局がないため、環境基準とは別の手法
による測定を行っており、環境基準との比
較はできない形となっています。（硫黄酸
化物：二酸化鉛法） 

 

 4.1. 



 

 

②水質  

〇市では、市内の河川の 24箇所で水質検査を実施しています。そのうち、環境基

準が指定されている千歳川、野津幌川（各 2箇所ずつの計 4箇所）では、基準項

目について、大腸菌群数を除き概ね基準を達成できています。 

〇公共用水域に水を排出する特定施設を設置する工場、事業場に対しては、水質汚

濁防止法の規定に基づき北海道が監視や指導を行っています。 

〇生活排水等による水質汚濁防止対策については、市の下水道普及率が平成 30年

度に 97.1％で、北海道全体の下水道普及率に比べ高い水準にあります。市街化

区域内の排水は適切に処理されている一方、下水道が整備されていない市街化調

整区域では、浄化槽が設置されていない家庭もあります。 

〇広域的な取組としては、千歳川流域の自治体等で構成する「千歳川水系水質保全

連絡会議」に参加しており、連携して定期的な水質調査を行っているほか、同水

系の水質保全に関する情報などを共有することとしています。 

 

〇水質を適切に維持するため、引き続き公共用水域での水質の把

握や排水対策を実施するとともに、下水道施設の管理、処理設

備の普及が求められます。 

 

 

  
図4-2：千歳川【類型A】（左）と野津幌川【類型B】（右）の環境基準達成率の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 

 

 
図4-3：下水道普及率の推移 

出典：【北広島市】北広島のかんきょう（北広島市）   

【北海道・全国】北海道の下水道 2018（北海道）  
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③悪臭  

〇悪臭による苦情は毎年度数件あり、その対象は、農業・畜産業と工場・事業場が

主になっています。 

〇悪臭の原因者に対しては指導を行っていますが、発生源が有機肥料などの農業施

策に係るものや、悪臭防止法の規制区域外であるといったことが多く、絶対的な

脱臭方法が存在しないこともあり、根本的解決が難しい状況となっています。 

〇悪臭防止法に基づき、市街地を中心に規制区域が指定されており、規制区域内の

工場や事業場は、規制基準を超えて悪臭物質を排出してはならないこととされて

います。 

〇市では、継続的な環境パトロールや、悪臭が市民の生活に大きな影響を及ぼして

いると認められる場合に悪臭測定を実施し、必要に応じて指導を行っています。 

 

〇悪臭による市民生活への影響を可能な限り抑えるため、継続的

に悪臭の状況把握や悪臭の発生源対策を行っていくことが不可

欠です。 

 

 

 
図4-4：悪臭の苦情内容の内訳の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 
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④騒音・振動  

〇騒音の苦情は、自衛隊に係るものや発生源不明のものが大半を占めています。市で

は仁別と輪厚の２箇所で防衛省が実施する騒音測定の結果等により、実態把握に努

めています。 

〇交通量の多い国道36号の沿道では、自動車による騒音が発生しており、北海道や

沿線の自治体と連携して交通騒音や交通量などの測定を実施しています。測定の結

果、国道36号では一時的に環境基準を上回る時間帯も見られますが、要請限度

（交通規制を要請できる基準）は下回っています。 

 

〇騒音による苦情は減少傾向にあるものの、依然として多い状況で

あること、自動車による騒音で環境基準を上回ることがあること

から、継続的に監視し、対策を講じていく必要があります。 
 
 
 

 
図4-5：公害苦情件数の推移 

出典：北広島のかんきょう（北広島市） 

⑤有害化学物質  

〇大気中のダイオキシン類の濃度については、北海道が毎年市内１箇所（大曲中学

校）で測定を実施しており、環境基準及び環境省発表による全国平均値を下回って

います。 

〇市内に８箇所あるゴルフ場での農薬による環境汚染を防止するため、北広島市ゴル

フ場農薬等安全使用指導要綱に基づき、各ゴルフ場と協定を締結しています。この

協定に基づいて低毒性の農薬の使用や、農薬使用量の低減などの指導を実施してい

るほか、農薬の散布時には市職員が立会しています。このような取組により、市や

ゴルフ場が実施する河川や井戸の水質検査では、良好な結果が維持されています。 

〇農業においても、農薬使用に関する各種基準に基づき、北海道等と連携をとりなが

ら農薬使用に伴う事故や環境汚染の防止のために指導啓発を行っています。また、

環境に優しいクリーン農業の普及のため、農薬や化学肥料を減らす農業者をエコフ

ァーマーとして認定する取組や、有機農業などの環境保全型農業を推進し、農薬使

用の削減を進めています。 

 

〇市民の安全な生活環境を維持するため、引き続き、有害化学物質

による汚染状況の監視や汚染防止対策を行うとともに、関連情報

の収集・発信を実施していく必要があります。  
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（2）基本方針 

「安全・安心で快適に暮らせるまち」を今後も維持していくため、大気、水質、悪臭、騒音・振動、

有害化学物質に対して、継続的に監視や測定を行うとともに、市民や事業者の協力を得ながら、対策

を講じていきます。 

 

 

（3）取組内容（環境施策） 

①大気汚染の防止  

1）大気汚染の監視  

●硫黄酸化物や窒素酸化物等の汚染物質の測定と分析を実施します。 

●大気中の空間放射線量率の測定を実施します。 

●アスベストを含有する民間施設の解体工事等について、北海道と協力して届出等によ

る把握を行い飛散防止の指導に努めます。 

●微小粒子状物質（ＰＭ2.5）について、情報の収集と提供に努めます。 

 

 

2）大気汚染の防止対策の推進  

●市の公用車に次世代自動車等を積極的に導入するとともに、市民や事業者に対して次

世代自動車等の普及を促進します。 

●大気汚染防止法等に基づき、北海道と協力して大気汚染の防止を推進します。 

●アイドリングストップ等、エコドライブの推進を呼びかけ、排気ガスによる大気汚染

の防止行動を啓発します。 

●ダイオキシン類発生のおそれがある、簡易焼却炉での焼却や野焼きの禁止について啓

発・指導を実施します。 

●排気ガスの抑制のため、自動車から公共交通機関や自転車、徒歩への利用転換につい

て啓発するとともに、幹線道路や店舗付近の渋滞緩和策を推進します。 

 

 

３）健康で質の高い生活環境への転換  

●一般住宅のZEH
ゼ ッ チ

（ゼロエネルギーハウス）化に向けた支援を検討します。 

●環境にやさしい交通手段である自転車の利用促進を図り、快適に自転車を利用できる

まちにするため、自転車の貸し出しについて推進します。 

●エネルギーの効率化が図られるよう公共交通機関の利用を促進します。 

●徒歩や自転車を活用したエコ通勤について周知します。 

●快適に歩けるまちにするため、歩道の整備を推進します。  



 

 

②水質汚濁の防止  

1）公共用水域の水質把握  

●千歳川水系等での水質検査を継続し、環境基準を超過した場合や検査結果に大きな変

動がみられた場合など、その要因等の分析や原因調査に努めます。 

 

 

2）排水対策の推進  

●水質汚濁防止法等に基づき、北海道と協力して水質汚濁の防止を推進します。 

●廃食用油は下水に流さないなど、家庭から発生する生活排水の配慮について、情報提

供や啓発を推進します。 

●家庭用燃料タンクの破損等による油漏れの防止に関して、周知します。 

 

 

3）下水道施設の整備  

●河川など公共用水域の水質保全を持続できるよう、老朽化した下水道施設の改築更新

を推進します。 

●下水道処理区域外での生活排水を適切に処理するため、合併処理浄化槽の普及を推進

します。 

 

 

③悪臭の防止  

1）悪臭の状況把握  

●工場や事業場などの周辺における悪臭調査を実施し、悪臭の状況把握に努めます。 

 

 

2）悪臭発生源対策  

●悪臭発生源となっている事業場などに対する監視と指導を実施します。 

 

 

  



 

 

④騒音・振動等の防止  

1）自動車騒音の把握と啓発  

●幹線道路における自動車交通騒音の測定を実施します。 

●自動車運転時の空ぶかしやアイドリングを控えるよう、啓発します。 

 

 

2）工場・事業場等での騒音・振動防止対策  

●工場・事業場や建設作業など、騒音・振動の発生源の把握と指導を実施します。 

 

 

3）航空機や生活音などとその他の騒音・振動等防止対策  

●自衛隊演習による騒音測定の継続と測定箇所数の増設を要請し、実態把握に努めま

す。 

●商業地や住宅地などの近隣騒音防止に関して、周知します。 

●低周波音などのさまざまな問題について、情報収集と提供に努めます。 

 

 

⑤有害化学物質による汚染の防止  

1）有害化学物質の監視と汚染防止対策  

●ダイオキシン類などの有害化学物質について、北海道の協力などにより状況の把握に

努めます。 

●ゴルフ場の農薬使用について、使用状況の把握や散布の立会、水質検査などにより、

監視と指導を実施します。 

●化学肥料や農薬の使用を抑えた、周辺環境に優しいクリーン農業を促進します。 

 

 

2）有害化学物質に関する情報提供  

●化学物質のリスクや管理手法などに関する情報や、有害化学物質（環境ホルモンな

ど）に関する情報の収集と提供に努めます。 

  



 

 

（4）成果指標 

指標 実績値（2018年度） 目標値（2030年度） 

硫黄酸化物濃度 0.5 未満（SO₃mg/100cm²/日） 現状維持もしくは改善 

類型指定されている河川の BODの水質

環境基準の達成率 

72.7％ 100.0％ 

外出時に自家用車の使用を控えている

人の割合（アンケート調査による） 

50.3％ 70.0％ 

エコドライブの実践率（アンケート調査

による） 

72.4％ 100.0％ 

油流出事故件数 12件 0件 

※硫黄酸化物の測定方法については、二酸化鉛法による測定。 

※BODの達成率は、BODの水質環境基準達成回数÷（採水地点数×採水回数）×100で算出 

※BODの水質環境基準値については、A類型 2mg/L以下、B類型 3mg/L以下 

※アンケート調査結果による実績値は 2019年度の値です。 

 

（5）市民・事業者の役割（行動指針） 

①市民  

●自動車を新たに所有する際は、次世代自動車等を検討します。 

●アイドリングストップ等のエコドライブに努めます。 

●廃食用油は下水に流しません。 

●公共下水道の整備が行われていない地域では、合併処理浄化槽の設置に努めます。 

●灯油等の油漏れがないよう家庭用燃料タンクを定期的に点検します。 

●静穏な生活環境の維持に努めます。 

 

 

②事業者  

●事業用自動車を導入する際は、次世代自動車等の導入を検討します。 

●アイドリングストップ等のエコドライブに努めます。 

●事業活動に伴い、発生するばい煙、粉じん、ベンゼン等の指定物質について、大気汚

染防止法を遵守します。 

●事業活動に伴う、騒音・振動に対して、騒音・振動規制法等を遵守するとともに、静

穏な生活環境の維持に努めます。 

●公共用水域に水を排出する際は、水質汚濁法防止法及び北広島市環境保全指導要綱を

遵守します。 

●クリーン農業推進のため、化学肥料や農薬の使用の低減に努めます。 

●事業用の灯油や重油類を適正に管理します。 

●簡易焼却炉での焼却や野焼きは行いません。 


